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４
月
か
ら
始
ま
る
後
期
高
齢
者

医
療
の
保
険
料
は
、　

月　

日
発

１２

２５

行
の
市
広
報
第　

号
で
お
知
ら
せ

６５

し
ま
し
た
と
お
り
、
介
護
保
険
料

と
同
様
に
、
受
給
さ
れ
て
い
る
年

金
か
ら「
特
別
徴
収
」に
よ
り
納
付

し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
平
成　

年
度
は
、
被

２０

用
者
保
険
の
被
扶
養
者
に
対
し
、

負
担
軽
減
措
置
が
適
用
さ
れ
る
こ

と
や
、
障
害
認
定
の
取
下
げ
に
よ

る
後
期
高
齢
者
医
療
に
加
入
し
な

い
こ
と
が
で
き
る
こ
と
な
ど
の
取

扱
い
に
よ
り
、
３
月　

日
現
在
の

３１

状
況
で
、
次
の
と
お
り
と
な
り
ま

す
。

　

な
お
、
普
通
徴
収
の
納
期
は
、

今
後
、
市
の
条
例
で
決
定
し
ま
す
。

①
被
用
者
保
険
の
被
保
険
者
（
本

人
）

　

４
〜
９
月
ま
で
は
年
金
か
ら
の

特
別
徴
収
は
せ
ず
、
７
月
か
ら
納

付
書
ま
た
は
口
座
振
替
に
よ
り
市

に
直
接
納
付（
普
通
徴
収
）し
て
い

た
だ
く
予
定
で
す
。　

月
か
ら
は

１０

年
金
か
ら
特
別
徴
収
し
ま
す
。

②
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
（
扶

養
家
族
）

　

４
〜
９
月
ま
で
は
保
険
料
が
免

除
さ
れ
、　

月
か
ら
は
年
金
か
ら

１０

特
別
徴
収
し
ま
す
。

③
国
民
健
康
保
険
の
方
で
、
障
害

認
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
医
療

の
被
保
険
者

　

４
〜
９
月
ま
で
は
年
金
か
ら
の

特
別
徴
収
は
せ
ず
、
７
月
か
ら
納

付
書
ま
た
は
口
座
振
替
に
よ
り
市

に
直
接
納
付（
普
通
徴
収
）し
て
い

た
だ
く
予
定
で
す
。　

月
か
ら
は

１０

年
金
か
ら
特
別
徴
収
し
ま
す
。

④　

歳
以
上
の
国
民
健
康
保
険
の
方

７５

　

４
月
か
ら
年
金
か
ら
特
別
徴
収

し
ま
す
。

※
前
記
①
〜
④
の
方
で
、
特
別
徴

収
の
要
件
に
該
当
し
な
い
場
合

は
、
７
月（
②
の
方
は　

月
）か

１０

ら
普
通
徴
収
と
な
り
ま
す
。

※
加
入
健
康
保
険
の
変
更
や
障
害

認
定
の
取
下
げ
申
出
が
あ
っ
た

場
合
は
、
事
務
処
理
期
限
の
関

係
か
ら
、
４
月
の
年
金
か
ら
後

期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
が
一

旦
徴
収
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
場
合
は
、
後
日
還
付

し
ま
す
。

　

１
月　

日
発
行
の
市
広
報
第　

２５

６７

号
で
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
が
、
障

害
認
定
を
受
け
て
老
人
保
健
の
受

給
者
と
な
っ
て
い
る　

〜　

歳
の

６５

７４

方
は
、
本
人
か
ら
障
害
認
定
の
取

下
げ
を
申
し
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し

な
い
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
取
下
げ
の
申
出
が
な
い

場
合
は
、
４
月
１
日
か
ら
自
動
的

に
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
被

保
険
者
と
な
っ
た
後
で
も
認
定
を

取
り
下
げ
る
こ
と
は
で
き
ま
す
が
、

さ
か
の
ぼ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
被
用
者
保
険
の
方
で
、
被
用
者

保
険
の
被
扶
養
者
資
格
を
喪
失

後
、
再
度
、
扶
養
認
定
を
受
け

る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
被
用

者
保
険
に
よ
り
取
扱
い
が
異
な

り
ま
す
の
で
、
被
用
者
保
険
の

担
当
者
に
確
認
く
だ
さ
い
。

《
問
合
せ
》
市
民
課
国
保
医
療
係

保
険
料
の
納
め
方

後
期
高
齢
者
医
療
の
対
象
者
の
皆
さ
ん
へ 

後
期
高
齢
者
医
療
の
対
象
者
の
皆
さ
ん
へ 

〔
７５
歳（
一
定
の
障
害
が
あ
る
場
合
は
６５
歳
）以
上
の
方
が
対
象
〕 

　

消
防
本
部
で
は
、
現
在
、
３
月

１
日
か
ら
運
用
を
開
始
す
る
「
高

機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
」
の
整

備
工
事
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
「
高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
」

は
、
近
年
、
１
１
９
番
通
報
の
手

段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
多

い
、
携
帯
電
話
や
Ｉ
Ｐ
電
話
（
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
た
電

話
）
か
ら
の
緊
急
通
報
に
対
応
し
、

ま
た
、
豊
岡
市
に
甚
大
な
被
害
を

も
た
ら
し
た
平
成　

年
の
台
風　

１６

２３

号
の
よ
う
な
風
水
害
な
ど
、
広
域

的
な
災
害
に
対

応
す
る
た
め
、

　

年
目
を
迎
え

２０た
現
在
の
消
防

指
令
シ
ス
テ
ム

を
更
新
す
る
も
の
で
す
。

　

新
し
い
消
防
指
令
シ
ス
テ
ム
は
、

大
部
分
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
す
る

こ
と
に
よ
り
、
１
１
９
番
通
報
の

受
付
か
ら
消
防
車
や
救
急
車
な
ど

が
出
動
す
る
ま
で
の
時
間
を
、
こ

れ
ま
で
以
上
に
短
縮
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
「
高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
」

の
運
用
に
合
わ
せ
て
、
火
災
発
生

時
に
吹
鳴
し
て
い
る
「
消
防
サ
イ

レ
ン
」
と
「
防
災
行
政
無
線
放
送
」

の
基
準
を
３
月
１
日
か
ら
一
部
変

更
し
ま
す
。

　

吹
鳴
す
る
区
域（
範
囲
）を
一
部

変
更
し
ま
す
。

　

な
お
、
吹
鳴

は
、
原
則
、
地

域
ご
と
と
な
り

ま
す
。
ま
た
、

サ
イ
レ
ン
に
は

鳴
り
方
の
違
う
い
く
つ
か
の
種
類

が
あ
り
ま
す
が
、
火
災
発
生
時
の

サ
イ
レ
ン
は
、
す
べ
て
同
じ
サ
イ

レ
ン
と
な
り
ま
す
。

　

次
の
表
の 
太
字 
が
変
更
す
る

消消消消消消消消消消
防防防防防防防防防防
本本本本本本本本本本
部部部部部部部部部部
かかかかかかかかかか
らららららららららら
のののののののののの
おおおおおおおおおお
知知知知知知知知知知
らららららららららら
せせせせせせせせせせ

消
防
本
部
か
ら
の
お
知
ら
せ

消
防
サ
イ
レ
ン

障
害
認
定
の

　

取
下
げ
申
出
の
有
無

火
災
発
生
時
の
サ
イ
レ
ン
と

放
送
が
一
部
変
わ
り
ま
す

新
消
防
指
令
シ
ス
テ
ム
を
運
用
開
始
し
ま
す

3
月
1
日
か
ら
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小
学
校
修
了
前

の
子
ど
も
を
持
つ

方
は
、
次
の
資
格

要
件
に
該
当
す
る

と
児
童
手
当
を
受

給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
児
童
手
当
は
申
請
を

し
な
け
れ
ば
受
け
取
れ
ま
せ
ん
の

で
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
受
給
資
格
要
件　

０
〜　

歳
１２

（
小
学
校
修
了
前
）ま
で
の
子
ど

も
を
養
育
し
て
い
る
方
で
、
平

成　

年
分
所
得
が
一
定
の
限
度

１８
額
未
満
の
方

※
限
度
額
に
つ
い
て
は
、
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
共
働
き
夫
婦
の
場
合
は
、
子
ど

も
の
生
計
を
維
持
す
る
程
度
の

高
い
方（
注
１
）が
受
給
資
格
者

と
な
り
ま
す
。

※
１
世
帯
で
受
給
者
は
１
人
が
原

則
で
す
。
受
給
者
が
２
人
以
上

の
場
合
は
、
必
ず
お
知
ら
せ
く

だ
さ
い
。

　
　

た
だ
し
、
兄
弟
（
姉
妹
）
な

ど
の
夫
婦
が
同
一
世
帯
に
い
る

場
合
は
除
き
ま
す
。

（
注
１
）子
ど
も
の
生
計
を
維
持
す

る
程
度
の
高
い
方
は
、
次
の
す

べ
て
の
状
況
な
ど
を
総
合
的
に

判
断
し
て
決
定
し
ま
す
。

・
父
母
の
収
入
の
状
況
（
父
母
の

ど
ち
ら
が
恒
常
的
に
収
入
が
高

い
か
）

・
児
童
に
係
る
扶
養
手
当
な
ど
の

受
給
状
況
（
父
母
の
ど
ち
ら
に

支
払
わ
れ
て
い
る
か
）

・
所
得
税
の
扶
養
控
除
の
適
用

　
（
父
母
の
ど
ち
ら
の
扶
養
親
族

に
な
っ
て
い
る
か
）

・
健
康
保
険
の
適
用
（
父
母
の
ど

ち
ら
の
被
扶
養
者
に
な
っ
て
い

る
か
）

・
住
民
票
上
の
取
扱
い
（
父
母
の

ど
ち
ら
が
世
帯
主
に
な
っ
て
い

る
か
）

▽
支
払
開
始
月　

申
請
し
た
月
の

翌
月

▽
申
請
方
法　

市
民
課
お
よ
び
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課
に
あ
る

「
認
定
請
求
書
」に
必
要
事
項
を

記
入
の
上
、
次
の
も
の
を
持
参

し
、
手
続
き
く
だ
さ
い
。
な
お
、

郵
送
で
も
申
請
で
き
ま
す
。

〈
持
ち
物
〉

・
認
印（
朱
肉
を
使
う
も
の
）

・
請
求
者
の
手
当
振
込
み
口
座
番

号（
郵
便
局
以
外
）

・
請
求
者
の
健
康
保
険
証
の
写
し

（
子
ど
も
分
は
不
要
）

・
請
求
者
の
年
金
手
帳
（
基
礎
年

金
番
号
が
必
要
）

・
請
求
者
の
所
得
証
明
書
（
平
成

　

年
１
月
１
日
現
在
、
市
内
に

１９住
所
が
な
い
方
の
み
）

※
そ
の
他
、
必
要
に
応
じ
て
提
出

い
た
だ
く
書
類
が
あ
り
ま
す
。

【
公
務
員
の
方
へ
】

　

公
務
員
の
方
は
、
勤
務
先
で
手

続
き
し
て
く
だ
さ
い
。
父
母
の
ど

ち
ら
か
が
公
務
員
の
場
合
は
、
二

重
受
給
に
な
ら
な
い
よ
う
に
必
ず

職
場
に
相
談
く
だ
さ
い
。

《
申
請
・
問
合
せ
》
市
民
課
市
民

係
ま
た
は
各
総
合
支
所
市
民
生

活
課

●
児
童
手
当
を
振
り
込
み
ま
す

　

児
童
手
当
（
小
学
校
修
了
前

特
例
給
付
を
含
む
）
の
２
月
期

分（　

〜
１
月
分
）を
、
２
月　

１０

１５

日（
金
）に
指
定
の

金
融
機
関
口
座
に

振
り
込
み
ま
す
。

確
認
く
だ
さ
い
。

総合口
座通帳

 

児
童
手
当

児
童
手
当
の
未
申
請

未
申
請
の
方
へ 
児
童
手
当

児
童
手
当
の
未
申
請

未
申
請
の
方
へ 
児
童
手
当
の
未
申
請
の
方
へ 

吹
鳴
区
域
で
す
。

　

す
べ
て
の
地
域

の
放
送（
音
）を
同

じ
方
法
に
統
一
し

ま
す
。

　

火
災
発
生
時
の
放
送
は
、「
緊
急

一
括
放
送
・
サ
イ
レ
ン
音
」
で
行

い
、
火
災
鎮
火
時
の
放
送
は
「
一

般
放
送
・
チ
ャ
イ
ム
音
」
で
行
い

ま
す
。

　

な
お
、
火
災
発
生
時
の
放
送
は
、

消
防
団
が
出
動
す
る
火
災
に
つ
い

て
放
送
を
行
い
ま
す
。

防
災
行
政
無
線
放
送

　

次
の
表
の 
太
字 
が
変
更
す
る

放
送
区
域
と
区
分
で
す
。

※
「
緊
急
一
括
放
送
」
は
、
戸
別

機
器
の
音
量
調
整
に
か
か
わ
ら

ず
最
大
音
量
で
放
送
さ
れ
ま
す
。

※
竹
野
・
但
東
地
域
に
つ
い
て
は
、

防
災
行
政
無
線
設
備
を
整
備
後

の
変
更
と
な
り
ま
す
。

《
問
合
せ
》
豊
岡
消
防
署
指
令
係

�　

－

１
１
１
９
ま
た
は
防
災

２４
安
全
課

サイレン吹鳴区域火災発生地区地域

市街地市街地
豊岡

港港

全域全域城崎

全域全域竹野

日高・国府・八代日高・国府・八代
日高

三方・羽尻・西気・清滝・日高三方・羽尻・西気・清滝

全域全域出石

全域全域但東

放送区分放送
区域

火災発
生地区

地域
火災鎮火時火災発生時

一般放送・チャイム音緊急一括放送・サイレン音港以外港以外
豊岡

一般放送・チャイム音緊急一括放送・サイレン音港港

一般放送・チャイム音緊急一括放送・サイレン音全域全域城崎

一般放送・チャイム音緊急一括放送・サイレン音全域全域竹野

一般放送・チャイム音緊急一括放送・サイレン音全域全域日高

一般放送・チャイム音緊急一括放送・サイレン音全域全域出石

一般放送・チャイム音緊急一括放送・サイレン音全域全域但東


